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研究要旨： 

本研究では、ESGに関する積極的な取組をおこなっている企業にインタビュー調査を

実施し、「ESGに関連して労働安全衛生の分野においてどのような取り組みが行われて

いるのか」「各産業別で、企業のESG情報開示の労働安全衛生に関する項目インタビュ

ー調査を実施し、労働安全衛生に関してどのように情報開示をしているのか」を明ら

かにすることを目的とした。 

調査1では、デンマークに本社のあるノボ ノルディスクの人権、労働安全衛生分野

の担当者であるブレッシングかすみ氏に、オンラインでインタビューを実施。また、

調査1－2として安全衛生の模範事例として報告書の内容についての紹介を行ってい

る。今回のノボノルディスクは、欧州のサステナビリティ先進的企業としての取り組

みについて、社規にサステナビリティの全体を推進するものとしての「トリプル・ボ

トム・ライン」を据えており、労働安全衛生を含むサステナビリティについて活動の

推進とともにその活動の情報としてのESG情報開示を実施している。また労働安全衛生

に関する実際の取り組みを従業員とともにサプライヤーへの監査とともに、その後の

浸透も図り、それぞれが自分事として推進ができるように進めている。 

調査2では、ESG情報開示の安全衛生項目について、今回4社（味の素株式会社、株式

会社堀場製作所、株式会社リクルートホールディングス、ヤマト運輸株式会社）とイ

ンタビューを実施することができた。他国内1社（塩野義製薬株式会社）、海外1社

（Nestlé S.A.）については、Website、および報告書についての情報開示内容を確認

した。 
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Ａ．目的 

本研究では、本研究では、Environmental, 

Social and Governance（ESG）の観点か

ら、 

1. ESGに関する積極的な取組をおこなっ

ている企業にインタビュー調査を実

施し、ESGに関連して労働安全衛生の

分野においてどのような取り組みが

行われているのか 

2. 各産業別で、企業のESG情報開示の労

働安全衛生に関する項目インタビュ

ー調査を実施し、労働安全衛生に関し

てどのように情報開示をしているの

か 

を明らかにすることを目的とした。 

 

Ｂ．方法 

1-1．デンマークに本社のあるノボ ノル

ディスクの人権、労働安全衛生分野の担

当者であるブレッシングかすみ氏に、オ

ンラインでインタビューを実施した（全

ての質問記録は別紙を参照）。 

 

1-2．安全衛生の模範事例として報告書の

内容についての紹介 

 

2-1. 企業の中でもサプライヤー管理を

先進的に実施している日本企業へ、どの

ように労働安全衛生に関する情報開示実

施しているのかインタビューの実施を試

みた。今回4社（味の素株式会社、株式会

社堀場製作所、株式会社リクルートホー

ルディングス、ヤマト運輸株式会社）と

インタビューを実施することができた。

他国内1社（塩野義製薬株式会社）、海外1

社（Nestlé S.A.）については、Website、

および報告書についての情報開示内容を

確認した。 

 

C．結果  

1-1.ノボノルディスクインタビュー 

（1）対象企業におけるESG/SDGsの位置づ

け 

製薬会社であるため社会的意義のある

ことに貢献したいというカルチャーは強

い。2004年に会社の社規として社会、環

境、財務・経済に責任を持ちマネジメン

トしていくという「トリプル・ボトム・

ライン」を設定し、経営層が変わっても

現在まで受け継がれている。 

 1990年代の終わりに企業として初めて

労働・健康・安全、ダイバーシティ、健

康へのアクセスといったことに対する人

権アセスメントを実施。会社のバリュー

として「Novo Nordisk Way」を定め、全

従業員が取り組むべき10項目として、リ

スペクト、ヘルス、エシックス等が設定

された。このバリューが各社で実施され

ているかどうかは本部から監査員が出向

いて確認される。 

 ESGの重要項目のトップ3には「品質と

患者の安全性」「品質のイノベーション」

「患者のアクセス」がある。その次にく

るのが「安全衛生」「腐敗防止」「プライ
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バシー」「ダイバーシティ」などである。 

 人権を数で測るのは難しいが、客観的

に望ましいといわれている数値のある離

職率や、well-beingと人権を多角的に測

るためにエンゲージメントを数値で表し、

業績のハイライトに挙げている。 

 

（2）ESG/SDGｓの社内の経営の体制 

 トリプル・ボトム・ラインは経営幹部

が管理する。ESGについては、Eの環境は

コマーシャル部内にある環境戦略部が、

CO2、廃棄物、エネルギーの3分野に分か

れそれぞれを担当している。Sの社会はコ

マーシャル部内にある患者のアクセスを

担当する部署と従業員のwell-beingや人

権を担当する人事部に分かれる。Gのガバ

ナンスには責任あるビジネスとして、人

権、腐敗防止、税金等の部署が担当する。 

 

（3）情報開示、外部との対話 

 統合報告書とウェブサイトに力を入れ

ている。特にウェブサイトには、多くの

投資家や企業からの質問にその都度対応

するということではなく、事前に多くの

情報を開示するようにしている。投資家

には国際的な基準についての理解が浸透

していないと感じることもあり、ノボノ

ルディスクとして使用している基準を伝

えるようにしている。また、グローバル

コンパクトなどビジネスネットワークと

好事例を共有するようにしている。 

 

（4）労働安全衛生に対する事項 

 1年に1度ガバナンスとして経営幹部が

報告書を確認するようにしている。安全

衛生方針(精神面と身体面の双方に対し

て定められている。安全衛生のリスク確

認のために次の事項を実施している。①

職場のアセスメント：デンマーク国内と7

カ所の生産工場の従業員に対し、20項目

ほどのチェクリストを実施。②安全衛生

代表の設置：すべての部署にボランティ

アで代表を設置し、安全衛生に関する定

期的な調査を行い本部に報告する。③危

険リスクの報告：社内ポリシーによる規

定で、従業員は危ないと思われることや

心配なことを報告しなければならない。

④エンゲージメント・サーベイ：全従業

員に対し年1回実施しているエンゲージ

メント・サーベイの中に安全衛生の項目

がある。コロナ禍では安全とメンタルヘ

ルスに関する調査を実施した。エンゲー

ジメント・サーベイ後はその結果に基づ

き、ウェビナーやマネージャーのトレー

ニング、認知向上の取組などを行ってい

る。 

 世界全体で行っている職場調査では、

怪我やストレス、体に負担をかける作業

に関すること(エルゴノミクス）の数値を

測定している。また、労働災害は公開し、

年単位の目標設定を実施している。世界

全体では、1年に1度経営幹部に報告を行

いフィードバックを受けている。 

 労働安全衛生は長期的に企業価値に影
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響する。Novo Nordisk Wayに代表される

人権を大切にする価値観は企業価値を上

げる基盤であり、これを怠ることは企業

価値以前の問題である。コロナ禍では従

業員エンゲージメントが限定的となるた

め、トップメッセージとして社長から「あ

なたたちの健康と安全が一番大切だ」と

いうことを伝え、ウェブサイトにはホッ

トラインの情報も明示している。経営幹

部としてどのような期待があり、どのよ

うに取り組んでいるのかを発信すること

で、従業員エンゲージメントが高まった

と感じている。 

  

（5）ビジネスと人権の視点 

 他部署との情報交換において、相手の

気づかなかったことを気づかせるように

している。例えば、契約社員にも人権が

ある、通報に対し報復しないようにする

ことなど、人権に関するインプットを実

施している。 

 

（6）サプライチェーンマネジメント 

 安全衛生は20～30年前から監査項目の

中にあり確認を行っている。現在は、安

全衛生マネジメントに関するシステム作

りに取り組んでいる。細かなマネジメン

ト内容を指導するのではなく、サプライ

ヤー企業がオーナーシップをもって人権

や労働を監理することが課題である。 

 

1-2．労働安全衛生の模範事例 

サステナビリティ報告書の中での模範事

例としての情報を入手した企業に対して

インタビュー依頼を実施したが、今回そ

の機会を得ることができず、その対象企

業の1社の内容についてのサマリーを提

示する。 

 

（1）INEOS Styrolution 

INEOS Styrolutionはドイツに本社を置く

企業である。スチレンモノマー、ポリス

チレン、ABS標準およびスチレン専門分野

に焦点を当てたNo.1企業でグローバルリ

ーダーとなっている。従業員は全世界で

3,600人。生産拠点は世界10カ国で20拠点。

顧客は106カ国におり、売上高は2020年に

40億ユーロである。 

INEOS Styrolutionは、マーケットリー

ダーであることが優れた安全記録と密接

に関連があり、すべての災害を防止する

ことができるとしている。安全、健康、

環境（SHE）に対する責任について真摯に

受け止めており、すべての業務に関して

継続的にパフォーマンスを向上させるこ

とに全力で取り組んでいる。安全への取

り組みについては、経営トップから始ま

り、取締役会が安全のパフォーマンスに

責任を負いトップのコミットメントを得

た上でトップダウンで進めている。その

上で、通常の日々の業務において、最高

水準の安全衛生を確保することは、INEOS 

Styrolutionの従業員全員の責任で進め

ているとしている。 
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INEOS Styrolutionは、「安全衛生・環

境に関して優れた状態の保つための基

礎」として、「命を助けるルール」「INEOS

グループガイド」「アセット・ケア」「20

の安全原則」があり、それらを支える5本

の柱として「安全プロセス」「労働安全」

「環境責任」「安全衛生・環境ガバナンス」

「安全衛生・環境文化」があり安全衛生

と環境について進めている。 

サステナビリティ報告書に情報開示が

なされているのは、大項目として「我々

のアプローチ」「我々のパフォーマンス」

があり、「我々のアプローチ」の下には、

「我々の世界での安全衛生・環境に関す

る優れたプログラム」「我々の安全原則」

が提示されている。また「我々のパフォ

ーマンス」には、「キーハイライト

（TCIR:Total Case injury rate、全災害

負傷度数率）」「サステナビリティターゲ

ット」が掲げられており、「安全衛生・環

境のアワード」「負傷、職業関連疾病、労

働損失日数、および職業関連の死亡者」

「設備の損傷（Loss of Containment）」「安

全に関する変換と分布（Transformation 

and distribution safety）」が掲載され

ている。また経年での状況確認において

は、設備の損傷（LOC）のデータについて

2015年から2019年まで、また全災害負傷

度数率、TCIR：Total case injury rate per 

200,000 work hours(includes employees and 

contractors)（20万労働時間あたりの負傷

者度数率（従業員と契約社員含む））、

LTIR：Lost time injury rate per 200,000 

work hours(includes employees and 

contractors)（20万労働時間あたりの労働

損失時間強度率（従業員と契約社員含

む ））、 DART ： Rate of injury cases 

involving days away or restricted 

transfer per 200,000 work hours 

(includes employees and contractors)20万労

働時間あたりの数日または制限移動を伴

う傷害率）に関するパフォーマンスのト

レンド、また災害強度率については、2012

年から2019年までの情報が掲載されてい

る。 

 

2-1. 貴社のESG情報開示を担当する部門

はどの部門になりますか。（担当者/選任

者の有無） 

（1）味の素株式会社： 

グローバル・コミュニケーション部が統

合報告書とサステナビリティ・データブ

ックを担当しており、投資家と対話を行

っている。 

サステナビリティ推進部はコンテンツを

作成するのみ。 

（2）株式会社堀場製作所： 

ESGの企画、統合報告書の発行に関しては、

IR担当部門である経営企画室が担当。 

Websiteでの開示については、コーポレー

ト・コミュニケーション・オフィスが担

当部門として実施している。  

ESG情報開示の前提として、海外を含まず、

国内のグループ会社までをバウンダリー
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としている。 

（3）株式会社リクルートホールディング

ス： 

サステナビリティ・トランスフォーメー

ション部。全体で相談しながら実施して

いる。 

（4）ヤマト運輸株式会社： 

サステナビリティ推進部 社会領域戦略

課（担当者3名） 

（5）塩野義製薬株式会社：不明 

（6）Nestlé S.A.：不明 

 

2-2．ESG情報開示として、サステナビリ

ティ報告書等へ記載する安全衛生、健康

について、どの部署が担当、そして執筆

していますか。 

（1）味の素株式会社：安全衛生の項目に

ついては、マニファクチャリング戦略部

が担当。健康は人事部が担当し執筆して

いる。 

 

（2）株式会社堀場製作所：総務部安全衛

生チームが詳細データを集めて、コーポ

レート・コミュニケーション・オフィス

にて、情報をベースに執筆している。 

 

（3）株式会社リクルートホールディング

ス： 

サステナビリティ・トランスフォーメー

ション部が主管部門となっている。健康

に関するデータを人事・労務・総務部門

から情報をもらい、それをベースにサス

テナビリティ・トランスフォーメーショ

ン部が執筆している 

 

（4）ヤマト運輸株式会社： 

担当：安全部（労働安全衛生課） 

執筆：サステナビリティ推進部（社会領

域戦略課） 

サステナビリティ推進部が安全部にヒア

リングをして執筆をしている。 

（5）塩野義製薬株式会社：不明 

（6）Nestlé S.A.：不明 

 

2-3．ESG情報開示担当部門、サステナビ

リティ部門、安全衛生部門はどのように

安全衛生の情報開示について連携をして

いますか。 

（1）味の素株式会社： 

安全に関する情報については、マニファ

クチャリング戦略部、健康については人

事部が情報を収集し、グローバル・コミ

ュニケーション部が開示している。 

（2）株式会社堀場製作所： 

総務部安全衛生チームがデータをとりま

とめ、コーポレート・コミュニケーショ

ン・オフィスがその情報をベースに執筆

を行い、IRでその内容をレビューをして

いる。 

（3）株式会社リクルートホールディング

ス： 

サステナビリティ・トランスフォーメー

ション部が主管部門となっている。健康

に関するデータを人事・労務・総務部門
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から情報をもらい、それをベースにサス

テナビリティ・トランスフォーメーショ

ン部が執筆している 

（4）ヤマト運輸株式会社： 

年に1度、Websiteの更新のタイミングで

連携をしている。 

（5）塩野義製薬株式会社：不明 

（6）Nestlé S.A.：不明 

 

2-4．安全衛生に関する情報開示を行って

いる媒体は何になりますか？（サステナ

ビリティ報告書、統合報告書、Website他） 

（1）味の素株式会社： 

サステナビリティ・データブック 

（2）株式会社堀場製作所： 

堀場製作所のCSRに関するWebsiteで情報

開示を実施している。 

（3）株式会社リクルートホールディング

ス： 

ESGデータブック 

（４）ヤマト運輸株式会社： 

Websiteにて情報開示。 

（5）塩野義製薬株式会社： 

Websiteにて情報開示。 

（6）Nestlé S.A.： 

Creating Shared Value report, Creating 

Shared Value and Sustainability Report 

2020 Appendix、Website 

 

2-5．安全衛生と健康に関して執筆する項

目はどのように決めていますか？ （GRI、

SASB、インデックス/投資家からの要請

等） 

（1）味の素株式会社：GRI 

（2）株式会社堀場製作所： 

GRI、SASBの参照と他社の事例を参考にし

ている。White500に選定されている。 

（3）株式会社リクルートホールディング

ス： 

MSCI、サステナリティクス、DJSI、FTSE、

VigioEiris、ISS、ブルームバーグ 

ESG格付け機関、投資家と対話を実施して

いる。 

（４）ヤマト運輸株式会社： 

FTSE、MSCI、サステナリティクスなど外

部評価機関の基準やGRIガイドラインを

参照。 

（5）塩野義製薬株式会社：不明 

（6）Nestlé S.A.： 

 GRIのガイドラインを使用している。ま

たビジネスと人権に関係してUN Guiding 

Principles on Business and Human Rights 

Reporting Flameworkを使用している。 

FTSE4Good Index、MSCIのインデックスに

入っている。 

 

2-6．次の安全衛生と健康に関しての情報

開示（サステナビリティ報告書・Website

等）の報告事項について、記載の有無と

記載の場合の理由についてお聞かせくだ

さい。  

 

1）労働安全衛生の基本方針の制定 

（1）味の素株式会社： 
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情報開示あり。グループポリシー  

（2）株式会社堀場製作所： 

情報開示有り。労働安全衛生方針として

CSR Websiteへ掲載している。 

（3）株式会社リクルートホールディング

ス： 

労働安全衛生については、マテリアルな

位置づけではなく情報開示していない。 

（４）ヤマト運輸株式会社： 

Website上の2か所に開示。 

・「安全管理規定」を掲載。 

・「ヤマトグループ人権方針」において、

「2．重要と考える人権課題」として、労

働安全衛生を明記。 

「（4）労働安全衛生：従業員の安全確保

及び健康維持を目指し、安全で衛生的な

職場環境の整備を実施します。」 

（5）塩野義製薬株式会社： 

情報開示なし。 

（6）Nestlé S.A.： 

情報開示あり。The Nestlé Policy on 

Safety and Health at Work 

・Explanation of the material topic and 

its boundary 

・ The management approach and its 

components 

・Evaluation of the management approach 

 

2）労働安全衛生の社内での組織・体制 

（1）味の素株式会社： 

情報開示有。労働安全衛生マネジメント

体制。 

（2）株式会社堀場製作所： 

IMS統合マネジメントシステムを採用し

ているので、その体制についてはあるが、

安全衛生について特別に掲載はしていな

い。 

（3）株式会社リクルートホールディング

ス： 

労働安全衛生については、マテリアルな

位置づけではなく情報開示していない。 

（4）ヤマト運輸株式会社： 

Website上に労働安全衛生の推進体制を

下記の通り専任部署と委員会の設置につ

いて明記。「コーポレート本部に労働安全

衛生を担当する専任部署を設置するとと

もに、労働安全を担当する役員が責任者

となり委員長を務める中央安全衛生委員

会を設置し、全社の推進を行っていま

す。」 

・サステナビリティ推進体制について明

記。 

※「サステナブル中期計画2023」を2021

年1月に策定し、重点分野10項目の中に

「安全・安心」を設定。「ヤマトグループ

社会領域推進委員会」で情報共有や審議

を行い、重要議題については、適宜経営

会議や取締役会で議論・決議を行ってい

る。 

（5）塩野義製薬株式会社： 

情報開示なし 

（6）Nestlé S.A.： 

情報開示あり。The Nestlé Policy on 

Safety and Health at Work 
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3）労働安全衛生が取締役会で報告・審議

されていること 

（1）味の素株式会社： 

情報開示なし。経営会議で報告されてい

ることの記載。内容については記載がな

い。  

（2）株式会社堀場製作所： 

情報開示なし 

（3）株式会社リクルートホールディング

ス： 

労働安全衛生については、マテリアルな

位置づけではなく情報開示していない。 

（4）ヤマト運輸株式会社： 

推進体制の図に「ヤマトグループ社会領

域推進委員会」がある。具体的に労働安

全衛生について取締役会で報告・審議さ

れている項目の記載はなし。 

（5）塩野義製薬株式会社： 

情報開示なし 

（6）Nestlé S.A.： 

情報開示なし 

 

4）労働安全衛生マネジメントシステムの

認証（ISO45001, OHSAS18001など） 

（1）味の素株式会社： 

情報開示あり。 OHSAS18001を取得し、

それをISO45001に切り替えている。 

サステナビリティ・データブックP114 

（2）株式会社堀場製作所： 

情報開示有り。統合マネジメントシステ

ムとして掲載している。 

（3）株式会社リクルートホールディング

ス： 

労働安全衛生については、マテリアルな

位置づけではなく情報開示していない。 

（4）ヤマト運輸株式会社： 

取得していないため、開示なし。 

（5）塩野義製薬株式会社： 

情報開示あり。OHSAS18001からISO45001

への移行について。 

（6）Nestlé S.A.： 

Occupational health and safety 

management system 

Workers covered by an occupational 

health and safety management system 

5）安全や健康に関するリスク評価の結果 

（1）味の素株式会社： 

情報開示あり。安全衛生に関するアセス

メント・監査・点検等の実施として掲載。 

（2）株式会社堀場製作所： 

IMSの目標がリスクベースとして掲載さ

れている。 

（3）株式会社リクルートホールディング

ス： 

労働安全衛生については、マテリアルな

位置づけではなく情報開示していない。 

（4）ヤマト運輸株式会社： 

リスク評価は開示していないが、重点分

野の10項目をWebsite上に明記。 

（5）塩野義製薬株式会社： 

情報開示あり。リスクアセスメントの実

施と重要リスクの特定、また化学物質の

リスクマネジメントの評価基準の設定等
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の開示あり。 

ケミカルハザードガイドライン（化学物

質取り扱いガイドライン）の充実に関す

る開示。 

（6）Nestlé S.A.： 

Hazard identification, risk assessment 

and incident investigation 

 

6）労働安全衛生における労働者の参加、

協議、コミュニケーション 

（1）味の素株式会社： 

情報開示あり 

（2）株式会社堀場製作所： 

情報開示有り。労働者の参加の事例の記

載あり 

（3）株式会社リクルートホールディング

ス： 

労働安全衛生については、マテリアルな

位置づけではなく情報開示していない。 

（4）ヤマト運輸株式会社： 

労働災害防止に向けてグループ各社で行

う教育についてWebsite上に明記。 

（5）塩野義製薬株式会社： 

情報開示なし 

（6）Nestlé S.A.： 

Worker participation, consultation and 

communication on occupational health 

and safetyとして掲載 

 

7）労働安全衛生に関する労働者研修 

（1）味の素株式会社： 

情報開示あり。「巻き込まれ災害防止セミ

ナー」「転倒セミナー」 

従業員への労働安全衛生教育 

（2）株式会社堀場製作所： 

情報開示有り。 労働安全衛生教育の実

施の中で「ホリバカレッジ」一環として

労働安全衛生教育を実施しているとして

掲載している。 

（3）株式会社リクルートホールディング

ス： 

労働安全衛生については、マテリアルな

位置づけではなく情報開示していない。 

（4）ヤマト運輸株式会社： 

「新入社員向け研修」「eラーニング」の

回数をWebsite上に開示。 

（5）塩野義製薬株式会社： 

情報開示なし 

（6）Nestlé S.A.： 

Worker training on occupational health 

and safetyとして掲載 

 

8）労働安全衛生の担当者への教育・研修 

（1）味の素株式会社： 

情報開示あり。「巻き込まれ災害防止セミ

ナー」「転倒セミナー」 

従業員への労働安全衛生教育 

（2）株式会社堀場製作所： 

情報開示有り。 労働安全衛生教育の実

施の中で「ホリバカレッジ」一環として

労働安全衛生教育を実施しているとして

掲載している。 

（3）株式会社リクルートホールディング

ス： 
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労働安全衛生については、マテリアルな

位置づけではなく情報開示していない。 

（4）ヤマト運輸株式会社： 

「安全推進担当者・責任者向け研修」「フ

ォークリフト研修」「他労働安全衛生関連

研修」の各回数をWebsite上に開示。 

（5）塩野義製薬株式会社： 

情報開示なし 

（6）Nestlé S.A.： 

Worker training on occupational health 

and safetyとして掲載 

 

9）労働災害件数（死傷者数も含む） 

（1）味の素株式会社： 

情報開示あり。主な災害の発生件数推移

を5年分掲載 

掲載項目：重大災害件数、重大通勤災害

件数、死亡災害件数、巻き込まれ被災者

数、転倒による被災者数、腰痛による被

災者数 

「重大・休業災害者度数率」のデータを5

年分（2016年～2020年）掲載 

掲載項目：被災者数（休業）、被災者数（重

大）、度数率、労働損失日数率、職業性疾

病度数率 

（2）株式会社堀場製作所： 

情報開示有り。労働災害データを2年分

（2019年、2020年）Websiteへ掲載 

開示項目：死傷者数、労働損失日数（日）、

度数率、強度率 

（3）株式会社リクルートホールディング

ス： 

労働安全衛生については、マテリアルな

位置づけではなく情報開示していない。 

（4）ヤマト運輸株式会社： 

情報開示あり。輸送の安全の中で、「重大

交通事故の件数」2016年～2020年の5年分

をWebsite上に開示。 

（5）塩野義製薬株式会社： 

情報開示あり。2019年度の1年の実績を掲

載。 

掲載項目：労働災害件数、休業災害件数、

度数率、強度率について。 

（6）Nestlé S.A.： 

Worker related incidentsとして掲載 

また、Health and safety data として以

下2つを掲載 

・Recordable injury rate (per million 

hours worked) 

・ Externally reported fatalities by 

victim status 

 

10）その他に重要と思われる情報 

（1）味の素株式会社： 

労働安全衛生の重点目標と施策について

の情報開示。 

安全衛生に関する法令違反と労働災害に

対する対応の開示。 

（2）株式会社堀場製作所： 

特になし 

（3）株式会社リクルートホールディング

ス： 

労働安全衛生については、マテリアルな

位置づけではなく情報開示していない。 
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（4）ヤマト運輸株式会社： 

「運輸安全マネジメント情報の公開につ

いて」を掲載している。 

その項目１の基本的な方針として、以下

の2つを掲げている。 

1．「安全第一、営業第二」の理念の具現

化 

2．安全管理体制・安全衛生管理体制の強

化 

（5）塩野義製薬株式会社： 

営業車両の交通事故削減の取り組みの開

示あり。 

令和元年度安全衛生徳島労働局長表彰 

（6）Nestlé S.A.： 

Customer of the material topic and its 

boundaryのexplanation of the material 

topic and its boundary and the 

management approach and its components

を情報開示 

 

＜健康経営（働く人の健康）＞ 

1）健康経営の基本方針の制定 

（1）味の素株式会社： 

情報開示あり。健康経営の考え方を掲載 

（2）株式会社堀場製作所： 

情報開示有り。健康経営に関する宣言・

方針として「こころとからだの健康づく

り」宣言、「こころとからだの健康づくり」

に関する行動指針を掲載している。 

（3）株式会社リクルートホールディング

ス： 

情報開示なし 

（4）ヤマト運輸株式会社： 

「ヤマトグループ健康宣言」をWebsite上

に開示。 

（5）塩野義製薬株式会社： 

情報開示あり。「シオノギグループ健康基

本方針」の記載あり。 

（6）Nestlé S.A.： 

情報開示あり。The Nestlé Policy on 

Safety and Health at Work 

 

2）健康経営の社内での組織・体制 

（1）味の素株式会社： 

健康経営推進体制の開示。「健康推進体

制」と「健康経営の取り組み」において

実績（「健康管理体制・手法の標準化（日

本）」、「全員面談」）を提示 

（2）株式会社堀場製作所： 

情報開示なし 

（3）株式会社リクルートホールディング

ス： 

情報開示なし 

（4）ヤマト運輸株式会社： 

・サステナビリティ推進体制について明

記。 

「サステナブル中期計画2023」の重点分

野10項目の中に「労働」を設定し、健康

経営を推進。「ヤマトグループ社会領域推

進委員会」で情報共有や審議を行い、重

要議題については、適宜経営会議や取締

役会で議論・決議を行っている。 

（5）塩野義製薬株式会社： 

情報開示なし 

164



（6）Nestlé S.A.： 

情報開示あり。The Nestlé Policy on 

Safety and Health at Work 

Occupational health servicesとして記

載 

 

3）産業医や保健師等の産業保健スタッフ

の体制 

（1）味の素株式会社： 

情報開示なし 

（2）株式会社堀場製作所： 

情報開示なし 

（3）株式会社リクルートホールディング

ス： 

情報開示有り。ヘルスケア面談として産

業医との面談を実施。 

（4）ヤマト運輸株式会社： 

安全衛生会議への産業医の出席、また社

員の健康維持向上についてWebsite上に

開示。 

（5）塩野義製薬株式会社： 

情報開示なし 

（6）Nestlé S.A.： 

Occupational health servicesの項目に

おいて、次の記述あり。Occupational 

health team members (doctors and 

nurses) who ensure appropriate case 

management and compliance with health 

monitoring requirements as well as 

determination and reporting of 

work-related illnesses. 

 

4）健康経営が取締役会で報告・審議され

ていること 

（1）味の素株式会社： 

情報開示なし 

（2）株式会社堀場製作所： 

情報開示なし 

（3）株式会社リクルートホールディング

ス： 

情報開示なし 

（4）ヤマト運輸株式会社： 

推進体制の図に「ヤマトグループ社会領

域推進委員会」がある。具体的に健康経

営が取締役会で報告・審議されている項

目の記載はなし。 

（5）塩野義製薬株式会社： 

情報開示なし 

（6）Nestlé S.A.： 

情報開示なし 

 

5）労働者の健康課題の抽出 

（1）味の素株式会社： 

情報開示なし 

（2）株式会社堀場製作所： 

情報開示なし 

（3）株式会社リクルートホールディング

ス： 

情報開示なし 

（4）ヤマト運輸株式会社： 

Website上に2つの課題を開示。 

・グローバルな健康課題への取り組み 

・熱中症対策等 

（5）塩野義製薬株式会社：不明 
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情報開示あり。生活習慣病対象者ゼロを

目指す旨の開示あり。 

（6）Nestlé S.A.：不明 

Promotion of worker health 

 

6）長時間労働等の働き方に関する状況 

（1）味の素株式会社： 

健康経営に関する取り組みの部分に情報

開示あり。長時間労働を行った従業員や

海外勤務者に対して指導・アドバイスを

行う体制も整えていることの記載。 

（2）株式会社堀場製作所： 

情報開示有り。ダイバーシティのカテゴ

リーで、働き方改革の中で掲載している。 

（3）株式会社リクルートホールディング

ス： 

労働時間管理と過重労働防止施策の中で、

労働時間マネジメントの推進、また過重

労働の低減について記載あり。 

（4）ヤマト運輸株式会社： 

ディーセントワークに向けた施策の中で、

長時間労働の防止策についてWebsite上

に明記。 

（5）塩野義製薬株式会社： 

情報開示あり。 メンタル不調に関係さ

せて、長時間労働者対策の実施について

触れている。 

（6）Nestlé S.A.： 

勤務時間中に休憩を促進するための簡単

にアクセスできるデジタルプラットフォ

ームの提供の掲載あり。 

 

7）COVID-19への職場における感染対策 

（1）味の素株式会社： 

働き方改革の推進の中で、新型コロナウ

ィルスへの対応として柔軟に働ける環境

づくりを推進している。 

新型コロナ・ウイルス感染拡大を受けて

健康経営を重視 

（2）株式会社堀場製作所： 

情報開示なし。（ニュースリリースでは検

温、手指の消毒に関する発信はあり） 

（3）株式会社リクルートホールディング

ス： 

コロナ禍に限定していないが、リモート

ワークの推奨。 

（4）ヤマト運輸株式会社： 

新型コロナウイルス感染症拡大防止に向

けた取り組みをWebsite上に明記。 

（5）塩野義製薬株式会社： 

情報開示あり。コロナ禍での働き方とし

て、新型コロナウイルス感染時の対応、

在宅勤務の推奨など感染リスクを最小限

にする取り組みの記載あり。 

（6）Nestlé S.A.： 

新型コロナウイルス対策としてリモート

ワークを推奨の記述あり。 

 

8）メンタルヘルス対策に関すること 

（1）味の素株式会社： 

情報開示あり。メンタルヘルス回復プロ

グラムについての記述あり。 

（2）株式会社堀場製作所： 

情報開示有り。 メンタルヘルスのサポ
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ートとして、メンタルヘルス教育、スト

レスチェック、社内専属カウンセラーに

よるカウンセリングについての記述あり。 

（3）株式会社リクルートホールディング

ス： 

メンタルヘルス対策として、研修にメン

タルヘルスのコンテンツを含むこと、ス

トレスチェックの実施などの記述あり。  

（4）ヤマト運輸株式会社： 

メンタルヘルスに関する取り組みとして、

ストレスチェックについてをWebsite上

に明記。 

（5）塩野義製薬株式会社： 

 情報開示あり。メンタルの不調者の発

生しない職場作り。従業員への研修、カ

ウンセリング、ストレスチェックについ

て、長時間労働者対策、職場復帰と両立

支援策の実施の記述あり。 

（6）Nestlé S.A.： 

コロナ禍でのメンタルの不調を訴える人

がいるとの記述のみ 

 

9）私傷病休業・休職者数 

（1）味の素株式会社： 

職業性疾病度数率の5年分（2016年～2020

年）の開示 

（2）株式会社堀場製作所： 

情報開示なし。 

（3）株式会社リクルートホールディング

ス： 

情報開示なし。 

（4）ヤマト運輸株式会社： 

情報開示なし。 

（5）塩野義製薬株式会社： 

情報開示なし。 

（6）Nestlé S.A.： 

従業員の記録可能な仕事関連の健康障害

は825例、請負業者の記録可能な仕事関連

の健康障害は24例との記述あり。 

 

10）喫煙率等、労働者の健康状態に関す

るデータ 

（1）味の素株式会社： 

情報開示なし。 

（2）株式会社堀場製作所： 

情報開示なし。 

（3）株式会社リクルートホールディング

ス： 

情報開示なし。 

（4）ヤマト運輸株式会社： 

ストレスチェック規定率と乳がん検診受

講率をWebsite上に開示。 

（5）塩野義製薬株式会社： 

開示有り。健康診断受診率100％を継続し

ているとの記載あり。 

情報開示あり。喫煙者ゼロへ向けた取り

組みと2018年からの実績と目標の掲載あ

り。 

「シオノギグループ『絶』煙宣言の発出

の記載あり。 

（6）Nestlé S.A.： 

Total recordable illnesses rate for 

employees, on-site contractors and 

on-site members of public (per million 
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hours worked) 

 

11) 健康経営銘柄/健康経営優良法人の

認定状況 

（1）味の素株式会社： 

情報開示あり。健康経営銘柄2021に5年連

続認定。ホワイト500にも引き続き認定。 

（2）株式会社堀場製作所： 

情報開示有り。ホワイト500に5年連続選

定されている記述あり。  

（3）株式会社リクルートホールディング

ス： 

情報開示なし。 

（4）ヤマト運輸株式会社： 

健康経営認定制度「健康企業宣言」につ

いてWebsite上に開示。 

（5）塩野義製薬株式会社： 

情報開示あり。健康経営優良法人ホワイ

ト500 に5年連続で認定 

（6）Nestlé S.A.： 

特になし。 

 

12）その他に重要と思われる情報 

（1）味の素株式会社： 

健康経営の目指す姿の掲載。健康経営に

関するスコアの掲載。セルフケアを推進

するための健康状態の可視化。 

（2）株式会社堀場製作所： 

健康診断の充実に関する記載、ヘルスア

ップチャレンジに関する記載。給食委員

会の記載 

（3）株式会社リクルートホールディング

ス： 

育児休暇取得（P36）、欠勤率（P22）は記

載。 

働き方のフレキシビリティについて、フ

レックスタイムの導入や休暇を増やす活

動の記載あり。 

（4）ヤマト運輸株式会社： 

特になし。 

（5）塩野義製薬株式会社：不明 

プレゼンティーズム損失の改善について

の開示。 

（6）Nestlé S.A.： 

Customer Health and Safety 

 

＜取引先企業（サプライチェーン）の労

働安全衛生＞ 

１）調達/取引に関する基本方針 

（1）味の素株式会社： 

情報開示あり。  

サプライヤー取引に関するグループポリ

シー 

調達に関するグループポリシー 

（2）株式会社堀場製作所： 

方針を作成し、サプライヤーへの依頼し

ている。  

（3）株式会社リクルートホールディング

ス： 

調達ガイドラインあり。 

（4）ヤマト運輸株式会社： 

調達ポリシーをWebsite上に開示。 

（5）塩野義製薬株式会社： 

情報開示あり。「シオノギグループ調達ポ
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リシー」の3.2に安全衛生に関する記述あ

り。 

（6）Nestlé S.A.： 

Nestlé Commitment on Labour Rights in 

Agricultural Supply Chains 

Nestle Responsible sourcing standard 

 

2）取引先企業（サプライチェーン）の安

全衛生監査の実施状況 

（1）味の素株式会社： 

情報開示なし。 

（2）株式会社堀場製作所： 

情報開示なし。 

（3）株式会社リクルートホールディング

ス： 

情報開示なし。 

（4）ヤマト運輸株式会社： 

情報開示なし。 

（5）塩野義製薬株式会社： 

サプライヤーのリスク管理と監査実績の

掲載あり。確認書、アンケート、現地監

査の実施についてあるが、その中での労

働安全衛生など詳細の記述なし。 

（6）Nestlé S.A.：不明 

New Suppliers that were screened using 

social criteria に監査の記述有 

 

3）取引先企業（サプライチェーン）の労

働災害件数のモニタリング実施状況 

（1）味の素株式会社： 

情報開示なし。 

（2）株式会社堀場製作所： 

情報開示なし。 

（3）株式会社リクルートホールディング

ス： 

情報開示なし。 

（4）ヤマト運輸株式会社： 

情報開示なし。 

（5）塩野義製薬株式会社：不明 

情報開示なし。 

（6）Nestlé S.A.：不明 

情報開示なし。 

 

4）労働災害への改善策とその進捗・結果 

（1）味の素株式会社： 

情報開示なし。 

（2）株式会社堀場製作所： 

情報開示なし。 

（3）株式会社リクルートホールディング

ス： 

情報開示なし。 

（4）ヤマト運輸株式会社： 

情報開示なし。 

（5）塩野義製薬株式会社： 

情報開示なし。 

（6）Nestlé S.A.： 

情報開示なし。 

 

5）その他に重要と思われる情報 

（1）味の素株式会社： 

情報開示なし。 

 

（2）株式会社堀場製作所： 

情報開示なし。 
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（3）株式会社リクルートホールディング

ス： 

情報開示なし。 

（4）ヤマト運輸株式会社： 

情報開示なし。 

（5）塩野義製薬株式会社： 

PSCI （ Pharmaceutical Supply Chain 

Initiative）の原則の一つとして、安全

衛生が掲げられている。 

（6）Nestlé S.A.： 

情報開示なし。 

 

7. 投資家との対話（エンゲージメント）

において、安全衛生や労働者の健康が話

題となったことがありますか 

（1）味の素株式会社： 

グローバル・コミュニケーション部が投

資家の担当だが、安全衛生に関すること

で取り上げられたことは聞いていない。 

（2）株式会社堀場製作所： 

特になし。 

ESG投資家からのトピックとしては、①気

候変動、②ダイバーシティ、③サプライ

チェーン全体の管理と人権 

（3）株式会社リクルートホールディング

ス： 

情報開示なし。 

（4）ヤマト運輸株式会社： 

情報開示なし。 

（5）塩野義製薬株式会社： 

不明 

（6）Nestlé S.A.： 

不明 

 

Ｄ．考察 

1. 今回のノボノルディスクのインタビ

ューから、欧州の先進的な企業の労働安

全衛生を含むサステナビリティについて

活動の推進とともにその活動の情報とし

てのESG情報開示が行われている。サステ

ナビリティにおいて先進的とされる企業

では、労働安全衛生に関してもその取り

組みについて浸透が図られていることを

確認することができた。 

ノボノルディスクは、2004年に会社の社

規として社会、環境、財務・経済に責任

を持ちマネジメントしていくという「ト

リプル・ボトム・ライン」を設定してお

り、経営層が変わっても現在まで受け継

がれるものとなっている。これはノボノ

ルディスクが実際にESGの情報開示のた

めというよりも、社規にトリプル・ボト

ム・ラインが埋め込まれ、それらの活動

を行うことが経営層のトップコミットメ

ントとして前提条件となっていることが

一番の推進の要因と考えられる。 

 ESG情報開示の視点からは、ノボノルデ

ィスクは統合報告書においては世界で先

進的な取り組みがなされている企業とさ

れており、情報開示において統合報告書

とウェブサイトでの開示に力が入れられ

ている。特にウェブサイトには、多くの

投資家や企業の関心が高い情報の掲載を

実施している。 
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労働安全衛生に関する部分として、1年に

1度ガバナンスとして経営幹部が報告書

の確認を実施しており、安全衛生方針に

基づき安全衛生のリスク確認が行われて

いる。①職場のアセスメント、②安全衛

生代表の設置、③危険リスクの報告、④

エンゲージメント・サーベイとコロナ禍

では安全とメンタルヘルスに関する調査

についても実施がなされている。特に安

全衛生代表の設置は、それぞれの活動を

各職場で浸透させることの後押しをする

ことができ、また活動の基本情報として

のエンゲージメント・サーベイは、その

結果に基づき、さらにウェビナーやマネ

ージャーのトレーニングにおいて、不足

している情報や活動を推進するための認

知向上の取組として機能するものとなっ

ている。 

ノボノルディスクでは、Novo Nordisk Way

に代表される人権を大切にする価値観の

中に労働安全衛生を含むとともに企業価

値を上げる基盤ともなっている。またコ

ロナ禍で従業員エンゲージメントが限定

的となることの考慮もなされており、社

長自らが従業員エンゲージメントとして

のメッセージを発信し、労働安全衛生に

ついて従業員エンゲージメントの視点か

らも重要性を感じカバーを行っている。 

またノボノルディスクでは、国連ビジネ

スと人権に関する指導原則に基づき、人

権の観点からも労働安全衛生の推進がな

され、従業員のみならず契約社員も含め

て実施されている。またサプライチェー

ンマネジメントの観点からも、労働安全

衛生を既に20～30年前からサプライヤー

へ推進を促しており、監査項目の中に取

り入れ確認が行われている。今後は、ノ

ボノルディスクが要請するからではなく、

サプライヤー企業が独自に自分事として

推進ができるようにサポートを行ってい

くとしており、こちらもサプライヤーエ

ンゲージメントの先進的な事例として推

進がなされている。 

 

労働安全衛生の模範事例として、労働安

全衛生の企業としてのアプローチの記載

があり、安全衛生を推進する体制の整備

とそれに関する方針や原則の整備と浸透

がなされている。また経年での度数率や

強度率の提示と改善についての進捗につ

いてをESG情報開示として行っている。 

 

2. 今回の調査については、産業別で実施

し、情報開示の産業別の状況についても

確認を実施した。産業としては、食品産

業、製造業、IT産業、運輸業、製薬産業

の5つの産業を選定した。 

 産業別での違いについては、自社で工

場を持たないIT産業においては、労働安

全衛生が企業としての重要課題となって

おらず、情報開示はされていない。国内

と海外の企業との違いにおいては、情報

開示の方法について国内も海外もGRIを

ベースとしている企業が多いが、海外企

171



業のNestleは、さらにビジネスと人権の

レポーティングフレームワークの活用を

していたのが特徴的である。労働災害件

数について、データの掲載は、経年変化

が確認できるように開示をするのが望ま

しいが、過去5年間のデータを掲載してい

る企業が2社、過去2年間が1社、1年間が1

社という状況である。「健康経営（働く人

の健康）」においては、産業医や保健士等

の産業保健スタッフ体制の開示は、メン

タルヘルス対応としての産業医との面談

などの記述はあるものの、体制について

の開示はない。経済産業省が設定した「健

康経営優良法人2018（ホワイト500）」に

入っている企業が今回選定されているが、

ホワイト500に選定されているからとい

ってデータの情報開示が進んでいるとい

うわけではない。また取締役会で報告・

審議されていることについて、「労働安全

衛生」と「健康経営」の開示をしている

企業はなく、取締役会における報告・審

議の透明性が図れていない状況である。 

 「取引先企業（サプライチェーン）の

労働安全衛生」の質問項目は、調達方針

はあるものの、取引先企業への安全衛生

監査の実施や、その開示まで進んでいな

いのが実態として分かった。 

 投資家との対話で安全衛生や労働者の

健康が話題となったかについては、回答

を得た4社のいずれも話題となっていな

い状況であり、投資家の優先順位は高く

ないことが分かった。 

 

Ｅ．結論 

 欧州のサステナビリティ先進的企業は、

労働安全衛生を含むサステナビリティに

ついて活動の推進とともにその活動の情

報としてのESG情報開示を実施しており、

労働安全衛生に関する実際の取り組みに

ついて従業員とともにサプライヤーへの

浸透も図られている。また労働安全衛生

の推進には、従業員を大切にし、人権の

尊重が行われていること。またその推進

に必要な労働安全衛生方針や原則をベー

スとして、どのように推進をしていくの

かについての企業としてのアプローチに

ついても検討がなされ、それに基づき推

進がなされている。 

 

Ｆ．健康危険情報 

 なし 

 

G．研究発表 

 なし 

H．知的財産権の出願・登録状況 

 なし 

 

I． 引用・参考文献 

INEOS Styrolution (2020) 

Sustainability report:Ensuring safe 

and respirce-efficient operations Ⅱ

Upholding safety as our core value.  

• 味の素グループサステナビリティ・デ

ータブック2021  
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• 株式会社堀場製作所Website 

• 株式会社リクルートホールディング

ス ESGデータブック 

• ヤマト運輸株式会社 Website 

• 塩野義製薬株式会社 Website 

• Nestle_creating-shared-value-repo

rt-2020 

• Nestle_creating-shared-value-appe

ndix-2020
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別紙 

ESGインタビュー記録 

 

1． インタビュー 

（1）日時 2021年3月16日（火）18時～19時 

（2）インタビュー対象：ノボノルディスク ブレッシングかすみ氏 

（3）質問者：ASSC：下田屋(メイン)  

（4）参加者：ASSC：森、豊原(記録)、 

産業医大：永田智久氏、森氏、藤本氏、清水氏 

 

2．インタビュー内容 

（1）対象企業におけるESG/SDGsの位置づけ 

・ 企業としてESG/SDGsの取組みを推進するようになったきっかけは？ 

 

＜回答＞ 

会社の歴史は100年あり、インスリンで患者を助けたいという思いがあって出来た会社

であるので、貢献したいというカルチャーが強い。2004年に内規にトリプルボトムラ

インとして社会、環境、財務・経済に責任を持ちマネジメントするということが決ま

った。内規にある＝当たり前になるということであるが、あるだけではなく生きたル

ールにするというチャレンジはある。 

当時のBoard of Directors の会長のMads Øvlisen が先頭となって進めました。 

 

内規にした背景は？ 

 

＜回答＞ 

MDGs(ミレニアム開発目標、2000年)の前から、1990年代終わりに企業として初めて

人権のアセスメントを行った（労働・健康・安全、ダイバーシティ、アクセスとヘル

スについて）。規制を満たすことに加え、会社として積極的にこのテーマに取り組んで

いこうということになり、2000年に国連でグローバルコンパクトが立ち上がってすぐ

にメンバーになった。そして会社のバリュー“Novo Nordisk Way”としてリスペクト、

ヘルス、エシックス、トリプルボトムラインなど会社の全員が取り組む事として10項

目が作られた。現在、会社のバリューを監査するValue auditeeがおり、各支社で価値
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観に合っていることをしているのか本部から出向いてチェックが行われている。 

 

 

・ 企業として、ESG/SDGsを経営上の課題とどのような方法で関連付けを行なっ

ていますか？（KPIの特定など） 

・ 貴社のなかで、ESG/SDGsにおいて、どのような課題が優先順位が高いです

か？（マテリアリティ） 

 

＜回答＞ 

トップスリーは、品質と患者さんの安全性、品質のイノベーション、患者さんのアク

セス。その下に、労働安全衛生(health & safety)や腐敗防止、プライバシー、ダイバー

シティ、サプライチェーンなどが入っている。 

 

・ 業績ハイライトで選択された項目は、従業員への取組として 離職率、従業員

エンゲージメントが挙げられていました。この項目を選んだ理由を教えてください。 

 

＜回答＞ 

まず一つは、数で測れるものだから。人権を数で測るのはかなりチャレンジなことで

ある。その中で、離職率は10％前後が世界では健康的な割合と言われており客観的に

測れる。エンゲージメントを測ることで、well-beingと人権が多角的に測れるようにな

っている。運営側としてはつねにより良い測り方を考えており、もっとより良い計測

方法があれば取り入れたいと思っている。 

 

（2）ESG/SDGsの社内でのマネジメント体制について 

・ ESG/SDGsはどのような組織管理体制ですか？ 

（専属の部署の有無、管掌役員の有無、委員会の有無、進捗状況の取締役会への報告、

進捗状況の統合報告書などでの開示など） 

 

＜回答＞ 

トリプルボトムラインはエグゼクティブマネジメントが管理する。ESGの担当は次の

ように分担されている。E環境の責任は環境ストラテジー部(コマーシャルの部内)で、

CO2、廃棄物、エネルギーの３つに分かれる。Sの社会の部分は患者さんのアクセス(コ
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マーシャル部内)、従業員のwell-beingと人権(人事部)がある。Gガバナンスの中に責任

あるビジネスがあり、人権、腐敗防止、税金）が入っている。 

 

（3） 情報開示、外部機関との対話 

・ 情報開示を行う主な方法として、どういったものに力を入れられているのでし

ょうか。(統合報告書、HP 等) 

 

 

＜回答＞ 

統合報告書とホームページに力を入れている。ホームページにより多くの情報を載せ

るようにしている。 

 

・ 外部ステークホルダー（株主や機関投資家など）との対話で、ESG/SDGsの観

点でのコミュニケーションはありますか？また、有る場合は、そのなかで労働安全衛

生/健康が話題となることはありますか？  

 

＜回答＞ 

投資家のコミュニティとの交流や評価会社からの質問への回答などを行っている。多

くの企業からの質問に回答するのが大変であるため、なるべく聞かれることはHPに出

すようにしている。そのため、ダウジョーンズ(400ページほど質問票がある)はやめた。

他社から依頼があれば個別の質問には答えている。  

また、国際的な基準が投資家に浸透していないため、ノボノルディスクからアクティ

ブに、我々はこのような基準で行っているということを伝えている。グローバルコン

パクトなどビジネスネットワークと好事例を共有しながら取り組んでいる。 

 

（4） 労働安全衛生に対する事項 

・ 労働安全衛生/健康マネジメントの組織体制を教えてください。 

 

＜回答＞ 

年に1回報告書を作ってエグゼクティブマネジメントがガバナンスとして確認してい

る。労働安全衛生のポリシー(精神的、身体的)も内部向けにあり、何か危険のリスクや

心配なことがあったらレポートしないといけない。リスクはいろんな方法で確認する： 
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①職場のアセスメント：デンマーク国内と生産現場(7カ所)の従業員全員に対して20項

目くらいのチェックリストを実施(ストレスや体の痛みetc。おそらくデンマークの法律

による） 

②すべての部署に労働安全衛生の代表者がいる(ボランティアだがマネジメントがサポ

ートする)。代表者は責任をもって定期的に安全を調査して本部に答える(工場には化学

物質等に対して特別の担当者がいる)これは、現場の意識を高めるためでもある。(別の

分野では、人権と腐敗防止はリーガル&コンプライアンスの代表者がいる) 

③社内のポリシーで全ての従業員は危ないことがあればレポートしないといけない

(例：受付のガラスがきれいすぎて頭をぶつけたのでレポート) 

④年に1回従業員全員に対しエンゲージメントサーベイを実施し、その中に安全衛生の

項目がある。コロナの期間は、コロナに合わせた安全とメンタルヘルスに関する調査

があった。エンゲージメントサーベイの後は、ウェビナー、マネージャーのためのト

レーニング、従業員の認知向上などの取組を行う。 

 

・ ESG/SDGsにおいて、労働安全衛生/健康の優先順位（マテリアリティ）をどの

ように評価していますか？ 

・ 労働安全衛生/健康に関する活動目標に対するKPIの設定とその達成状況につ

いて、また取り組みに関するインパクトについてはどのように測っていますか？ 

・ Globalにビジネスを展開していますが、労働安全衛生については国によって異

なる文化や法制度ある中で、全社で統一したKPIの設定はどのようにされていますか？ 

 

＜回答＞ 

職場調査によって怪我やストレス、エゴノミクスの数値を測定している。労働災害は

何時間に対してどれくらい事故が起きているのかは公開して、何年にどれくらい減ら

すという目標設定は行っている。職場調査等に対しては年に1回エグゼクティブマネジ

メントにレポートしてフィードバックを受ける。グローバルで行っている。 

 

・ 労働安全衛生/健康の情報開示の必要性について、どのように考えていますか？

統合報告書以外にも、労働安全衛生/健康経営の情報開示を行なっている書類やウェッ

ブページがありますか？ 

 

＜回答＞ 
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社内では、労働安全衛生だけではないが、コロナに対してのメンタルヘルスや衛生対

策、コロナに関連したハラスメントを受けていないか、プライバシーが侵害されてい

ないか、いじめ予防等に気を付けている。 

 

日本の投資家は健康経営を小さくとらえる傾向にあり、今日の話と日本の現状に差が

あると感じた。投資家は何を聞いてくるか？ 

 

＜回答＞ 

一般的に、投資家との対話と基準/フレームワークに基づいて、投資家から注目される

トピックとして、（1）災害ゼロの文化としての統計、（2）安全衛生のリーダーシップ

とガバナンス（マネジメントシステムを含む）、（3）メンタルヘルスの統計、（4）業務

委託業者の安全衛生が質問をされる項目となっている。 

 

 

・ COVID-19の影響で、機関投資家から労働安全衛/健康経営についての質問は増

えていますか？ 

 

＜回答＞ 

はい、COVID関連の健康と安全のリスクと企業の対策について投資家からより多くの

質問を受けており、プレスミーティングについても伝えるようにしている。  

 

・ 労働安全衛生/健康の取り組みにより、業績（財務諸表上の数値など）および企

業価値にどのような影響（効果）がありますか？また、業績および企業価値以外に社

内で何かの影響（効果）がありますか？ 

 

＜回答＞ 

長期的な影響がある。価値観である“Novo Nordisk Way”や人権を大切にするという

ことは、企業の価値を上げる基盤であるという見方をしている。これを怠ると企業と

しての価値云々を言っている場合ではない。数値がどうという以前の前提条件として

の問題として取り組んでいる。コロナの時は社員エンゲージメントが少なくなるため、

社長から頻繁に「あなたたちの健康と安全が一番大切だ」ということをトップメッセ

ージとして伝え、ウェブサイトにはコロナのホットライン情報も明示。マネジメント
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としてどのような期待がありどのように取り組んでいるのかを発信したこともあり、

社員エンゲージメントが高まったと感じている。 

 

またテストセンターに寄付を行ったことは、社員の会社へのロイヤリティーが高める

ものとなった。 

 

（5） ビジネスと人権の視点 

・ ビジネスと人権の視点から労働安全衛生について外部ステークホルダーとコ

ミュニケーションを行っていますか？ 

・ ビジネスと人権に関する指導原則の観点から、労働安全衛生に関する情報開示

についてどのように行っていますか？ 

※ ビジネスと人権に関する指導原則情報開示フレームワーク(Shift)（日本語版） 

 

＜回答＞ 

他部署の話し合いで情報交換を行い、ブラインドスポット(気づいていなかったところ)

に気づかせている。契約社員にも人権がある、復讐がないようにとか、人権のインプ

ットを行う。人権NGOのShiftの「ビジネスと人権に関する開示フレームワーク」に則

って開示をしていたのだが、現在は担当者も変わったこともあり、ウェブサイトに掲

載されていない。 

 

（6） サプライチェーンマネジメント 

・ ESG/SDGsの観点から、貴社の取引先のESG/SDGs活動を評価することがあり

ますか？有る場合は、そのなかに労働安全衛生/健康経営の活動も含めていますか？ 

 

＜回答＞ 

Right to healthy working environment（健康的な職場環境の権利）は人権の一つだが、

頻繁に起きる事項なので、health & safetyとして取り出されている。 

 

・ この場合には、御社独自のサプライヤー行動規範を作成して、それに基づき実

施していますか？それとも国際的に使用されている行動規範を使用して評価を行って

いますか？ 

・ 御社にはかなり多くのグローバルサプライヤーがあると認識していますが、実
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施に当たって課題の大きいサプライヤーの特定や、程度によるサプライヤーとの、対

話の違い、監査の実施程度の違いなどがありますか？ 

 

＜回答＞ 

労働安全衛生は20～30年前から監査項目としてある。今は国連ビジネスと人権に関す

る指導原則に沿ったマネジメントシステムの構築に取り組んでいる。サプライヤーを

マイクロマネジメントするのではなく、サプライヤーが企業として人権や労働安全に

オーナーシップをもってマネジメントできるようにすることが課題。 

監査だと、現場のチェックだけになる。根本原因は会話をしながら指摘するなどする

必要がある。 

欧州でも細胞や内臓などを補完する薬品管理が危険だということがあげられる。 

 

（7） その他 

・ ESGに関するインデックス（FTSE4Good、DJSI、MSCI）などにおいての、

労働安全衛生に関する質問については、どのような内容を質問がなされて、現在どの

ように情報開示をされていますか？ 

 

＜回答＞ 

ウェブサイトでの情報開示を充実させることを行っているので、なるべくウェブサイ

トを見ていただくようにお願いしている。 

 

以上 
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